
金利先物等取引に係るブロック取引の最低数量の引き下げについて（案） 

2023年 12月 12日 

株式会社東京金融取引所 

 

 

項    目 内    容 備    考 

Ⅰ 趣旨 

 

 

・ 投資家の利便性向上を目的として、金利先物等取引に係るブロック取引の最低

数量を引き下げる。 

 

・ ブロック取引とは、オークション方式によらずに、

本取引所が定める数量以上で、本取引所に対し

て同一価格の売呼び値と買呼び値の申込みを

同時に行い、当該申込みに基づく価格をもって

売付取引及び買付取引を成立させる取引をい

う。 

・ 100枚から 1枚に引き下げる。 

 

Ⅱ 内容   

1．最低数量の引き下げ ・ 以下の通りとする。 

 

商品 現行 変更後 

無担保コールオーバーナイト 3 ヵ月金利先物 100枚 1枚 

無担保コールオーバーナイト 3 ヵ月金利先物

オプション 
100枚 1枚 

ユーロ円 3 ヵ月金利先物 100枚 1枚 
 

 

 

 

 

 

 

 

2．実施日 ・ 2024年 1月 4日（木）の日中取引時間帯開始時から実施予定。  

 

 

以  上 


